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第３回定例会・予算特別委員会 

大内久美子県議の質問（大要） 
２０１３年１０月２３日（水） 

 【質問項目】 

１ 県立あすなろの郷について（答弁・保健福祉部長） 

   ２ 水資源開発の見直しについて（答弁・知事） 

     （１）水需給計画の見直し 

     （２）八ッ場ダム工期延長・事業の中止 

     （３）霞ヶ浦導水事業の中止 

     （４）水道料金の値下げ 

   ３ 知事の政治姿勢について（答弁・知事） 

（１）市町村への職員派遣 

（２）政治資金 

（３）退職手当 

 

１．県立あすなろの郷について 

 

 日本共産党の大内くみ子です。 

 最初に県立あすなろの郷について伺います。 

開設から４０年がたち、施設の老朽化がすすんでおり、建て替えが課題になってい

ます。４８１人の障害者が入所しており、重度の障害の方が９４％です。民間で処遇

が困難な方を受け入れており、重度障害者のセーフティネットとして重要な役割を果

たしています。 

県社会福祉事業団に管理運営を委託していましたが、平成１８年から事業団は指定

管理者となり、来年から非公募となります。３７９人の職員のうち６５％が正職員、

３５％が嘱託など非正規職員です。指定管理者になって、委託料が１０億円も減らさ

れ、非正規の方が１．７倍になったのです。 

今後の建て替え計画と、専門職員の養成、職員の待遇改善など、施設のあり方につ

いて、保健福祉部長に伺います。（答弁） 
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施設の建て替えについて、職員がワーキングチームをつくり、県に提案を行ってい

ますが、現場の声を生かすべきと考えます。現在、１００人以上の方が入所を待って

おり、県南、県西地域などへの施設建設も課題です。 

本県は、県立こども福祉医療センターを民設民営にし、県立の障害者施設は、あす

なろの郷とリハビリテーションセンターだけにしてしまいました。 

県立施設の役割を明確にし、重度障害者のセーフティネットとして、中心的な役割

が果たせるよう、委託料の増額など、拡充策がとられることを要望します。 

 

２．水資源開発の見直しについて 

 

次に水資源開発の見直しについて、知事に伺います。 

本県はダム開発などで、２０２０年には１日４６万㎥（水の場合は同じなので、ト

ンで表現します）、１００万人以上の都市用水が余ることを認めました。 

日本共産党は自然流や地下水利用を入れると、１８０万人以上の水余りと指摘し、

水源開発の中止を求めてきました。 

パネルをご覧ください。 

２００７年に改定した長期水需給計画（水のマスタープラン）は、２０２０年は１

人１日最大給水量を４５０ℓとしました。実態は、１０年前から４００ℓを下回ってい

ます。１日最大給水量も実績の１．４倍の計画です。給水人口は２９７万人と予測、

ところが２０１１年改定の県総合計画では、２８５万人と１２万人の下方修正をしま

した。２０３５年には２４５万から２５５万人に減少と予測したのです。 

県総合計画の人口減、１人１日最大給水量、１日最大給水量の実態とあまりにもか

け離れています。「水のマスタープラン」の見直しについて、見解を伺います。（答弁） 

保健福祉部発行の「茨城の水道」２０１２年の実績では、１日最大給水量は１０２

万６千トンでした。市町村が保有している水は１１３万９千トンです。安定水利権と

地下水源をあわせたものですが、給水量は十分確保されています。 

実態を直視すれば、八ッ場ダム、霞ヶ浦導水事業の日量５４万３千トン、１３６万

人分の水、この新たな水開発は必要ありません。 

八ッ場ダムは、２００９年に当時の国土交通大臣が建設中止を表明し、検討の場が

設置されましたが、本県は見直しを主張せず、１都５県の知事は、ダム推進を表明し

てしまいました。国と県の責任は重大です。 
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八ッ場ダムは建設費４６００億円、本県の負担は２６８億円で、すでに２２７億円

支出しました。これまで、工期延長や事業費の倍増など３回の見直しがあり、今議会

には２０２１年までの４年延長を提案しています。今後、５００～６００億円の増額

も指摘されており、事業費の大幅増額は必至です。 

これ以上の財政負担や必要のない水開発をやめさせるためにも、八ッ場ダムの中止

を国に求めるべきですが、知事の所見を伺います。（答弁） 

次に霞ヶ浦導水事業についてです。 

４３キロメートルの地下トンネルをつくり、那珂川の水で霞ヶ浦を浄化し、渇水の

ときは那珂川に霞ヶ浦の水を送る計画です。 

導水のトンネルは日本では例のない長さで、浄化どころか、水質の悪化、環境破壊

が指摘されています。漁業者は、那珂川の自然とアユを守りたいと、取水口工事中止

の裁判をおこしています。 

霞ヶ浦は、３９年前に常陸川水門で汽水湖を閉鎖し、巨大な内陸型ダム湖にしたこ

とが水質を悪化させました。この根本問題の解決が課題です。 

水戸市の桜川は、土地改良区に委託した送水により改善しています。給水実績を見

ても日量４５万トンの開発は全く必要ありません。 

現在、工事は中止しています。ところが本県は、２０１０年から始まった関東地方

整備局の５回の幹事会で、水余りは一言もいわず、環境改善のため早急な推進をと、

繰り返し要望しています。 

事業費は１９００億円、本県負担は８５１億円、すでに６６１億円も支出しました。

事業費の８割は使いましたが、トンネル工事は３割の状況です。事業を開始すれば、

２年後の完成予定は大幅に延長され、事業費の大幅増額は県財政と水道事業、水道料

金に重くのしかかってきます。知事の役割は、中止を国に求めることです。ご答弁下

さい。（答弁） 

霞ヶ浦導水事業が完成した場合、県中央広域水道の１１市町村は、日量２１万トン

の新たな水を県から買わなければならないのです。 

水戸市は６万人以上の余裕水があるにもかかわらず、実施協定にもとづく県との需

給契約により、県水を年間１億６千万円も買わされ、１５年間で２８億７千万円も支

出しました。市町村財政と県民のくらしを守るためにも、導水事業の中止を強調しま

す。 

次に水道料金についてです。 
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２００６年から４つの広域水道は、黒字決算で、２０１２年では２６億円の黒字で

す。県南水道は、１４年前から黒字なのに、一度も値下げをしておりません。鹿行と

県西は基本料金を一回だけ値下げしました。 

市町村長から毎年値下げの要望が出され、知事は値下げに踏み切るべきですが、ご

答弁下さい。（答弁） 

値下げをしない一番の原因は、今後の水源開発と拡張事業です。 

水道事業に占める水源開発の費用は、県中央広域では６割を占め、県南・県西・鹿

行も４割から５割です。そのため、高い水道料金となり、中央広域は日本一高いので

す。 

今後、県南広域は八ッ場ダムで日量６万トン、中央広域は、霞ヶ浦導水で、日量２

１万トンの水源開発があり、水道料金にのしかかってきます。事業をやめれば大幅値

下げが可能です。水源開発の中止を求めてこの質問は終わります。 

 

３．知事の政治姿勢について 

 

次に、知事の政治姿勢について伺います。 

本県は、特別職の副市町村長に、現職の県職員を１１人派遣しており、全市町村の

２５％を占めています。昨年は３０％でした。 

私は、東京都を除く、関東甲信越の８県の状況を調査しました。パネルをご覧下さ

い。派遣ゼロが３県、１から５名が４県で、埼玉は９人と全市町村の１４％です。 

市町村からの要請に基づいて派遣しているということですが、本県は特別に多い状

況です。県の意向や政策を受け入れさせる、誘導策になってはいないでしょうか。 

地方分権に逆行し、地方自治をゆがめるものではないでしょうか。見直しについて

知事の所見を伺います。（答弁） 

本県は総務部長など９人の幹部職員を国から受け入れています。 

絶えず国の動向を見て、国と一体で大型開発をすすめてきたのが本県の問題です。

特別職の派遣は、県のいいなりになる市町村をつくることではないでしょうか。 

地方自治の原点にたって、このような国からの幹部受け入れ、市町村への特別職派

遣を見直すことを強く求めます。 

次に知事の政治資金について伺います。 

平成１２年に政治資金規正法が改定されました。改定前は、企業や団体からの寄付



 - 5 - 

が認められており、橋本知事の資金管理団体の収入は、８割以上は企業や団体からの

寄付でした。改定後は、政治資金パーティーによる収入とし、形を変えた企業・団体

からの献金であり、日本共産党は、政治資金パーティーは禁止すべきと主張してきた

ところです。 

平成２３年分の知事の資金管理団体の収支報告では、政治資金パーティーの支払い

者数は６６２人で、収入の８３％を占め、４２９３万円でした。 

知事は、多くの許認可権や発注権をもっています。２０年という長い就任の中で、

権限と影響力を使って、契約関係にある企業や団体からの政治資金を集めることは、

社会的道義的に許されないことです。知事の所見を伺います。（答弁） 

平成２３年分の報告でも、県が発注している企業、県が開発した土地を購入し借用

している企業、産廃業者や各種業者が記載されています。権限を使って団体や県の関

係業者に献金を要請する、このような政治資金パーティーは、やめることを強く求め

ます。 

最後に知事の退職手当について伺います。 

知事は４年ごとに退職手当が支給され、２０年で２億３千万円余となりました。 

条例で、給与月額１３４万円に、在職期間４８ヶ月をかけた額に、一定の割合をか

けて決めています。１期から３期目は８０％、４期目は６４％、５期目は５６％でし

た。全国では４県の知事が条例を改正し、「支給しない」と明記し、受け取っており

ません。 

橋本知事も、条例を改正し、退職手当をやめると決断すべきです。 

６期目に対する知事への投票は有権者の２割でした。５期２０年の県政運営に対す

る厳しい批判と受け止めるべきです。大型開発を推進し、借金は予算の２倍、２兆円

に増大させました。開発用地はばく大な売れ残りをかかえ、処理のため１６００億円

もの一般財源をつぎ込みました。 

一方で福祉や補助金の切り捨て、県職員や教員を削減し、給与や退職金の削減を強

行しました。これまでの県政運営を改めなければなりません。県民への責任として、

せめて退職手当は受けとらないと決断をすべきです。 

知事の所見を伺います。（答弁） 

 

以 上 

 


